
地方公共団体間での防災情報共有の実現に向けた取組み

2009年2月9日

財団法人 全国地域情報化推進協会
柴崎 健一郎 shibasaki@applic.or.jp

パート１ APPLIC(※)とは

電子自治体を中核とした地域情報化を官民で推進、

自治体や民間企業の有志が多様なテーマで検討を進めています。

※ APPLIC：The Association for Promotion of Public Local Information and
Communication
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APPLICの活動理念、特徴

活動理念
官民一体となって地域情報化施策の総合的な推進を図り、多彩なＩＣＴ利活
用による高付加価値ＩＣＴサービスを享受できる地域社会の構築を目指す

特徴
自治体と民間企業によるオープンな共同作業

国の施策との有機的な連携

活動概要
地方公共団体の情報システムの抜本的改革

地域における多数の情報システムをオープンに連携させる基盤の構築

公共アプリケーション（防災、医療、教育等）の整備促進

普及促進のための、人材育成、ナレッジの集約、セミナー等の開催

公共ネットワークの更なる整備や相互接続の促進

各都道府県を結ぶ公共ネットワークの構築

所管機関

総務省情報流通行政局地域通信振興課（地方情報化推進室）
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APPLICの組織と活動
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組 織

総会

理事会

評議員会
規約・年度計画・予算等協会の重要事項の策定

委員会の設置及び当該委員会の事業計画の承認

委
員
会

技術専門委員会

アプリケーション委員会

普及促進委員会

ブロードバンド・ゼロ地域解消等の目標の実現に向けた全国版のロードマップや地域公共

ネットワークの標準仕様等の具体的方策等を検討情報通信インフラ委員会

地域における多数の情報システムをオープンに連携させるための基盤としての地域情報

プラットフォームの構築の推進（地域情報プラットフォーム標準仕様の策定、管理、改訂）

地方公共団体で共通利用可能な公共ネットワークを活用した防災、医療、教育等の分野

における公共アプリケーションの整備（公共アプリケーションのあり方検討、整備）

協議会が行う地域情報化の普及促進活動について検討（各種セミナーの開催、人材育成、

会員が行う地域情報化に貢献する活動への支援）

防災WG

医療・健康・福祉WG

教育WG

会長 古川 一夫 （株）日立製作所 代表執行役執行役社長

副会長 飯泉 嘉門 徳島県知事

大竹 伸一（西日本電信電話株式会社 代表取締役社長）

委員長 齊藤忠夫東京大学名誉教授

委員長 清水康敬メディア教育開発センター理事長

主査 松下電器産業株式会社

委員長 國領二郎慶応義塾大学教授

委員長 齊藤忠夫東京大学名誉教授

主査 山本隆一東京大学大学院情報学環 准教授

主査 東日本電信電話株式会社

①特別会員

協会の趣旨に賛同する地方公共団体及び地方公共
団体が組織する全国的団体、並びに学識経験者

＜特典＞委員会への参加、各種セミナーへのご優待

②普通会員

協会の趣旨に賛同する者のうち１口50万円
以上の年会費を負担する者

③賛助会員

協会の趣旨に賛同する者のうち１口5万円以上の年会
費を負担する者

＜特典＞各委員会の情報提供、各種セミナーのご案内

会員数 635 （H21.1現在）

特別 :387 普通 143 賛助 105
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パート２ 地域情報プラットフォーム

技術の標準と業務の標準からなる「地域情報プラットフォーム標準仕様」。

標準仕様に従って連携するための基本的なアーキテクチャやプロトコル
が決められています。さらに、具体的に連携すべき業務の外部インタ
フェースが自治体業務を中心に標準化されています。

（
標
準
仕
様
）
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・特定ベンダーと継続的に随意契約を結ばざるを得ず（囲い込み）、システム関係経費が高止まり。
・業務ごとにシステムを調達しており、システム間連携（業務処理の連携、データ共有）が困難であるため、業務が非効率 等

地方公共団体における情報システムの課題地方公共団体における情報システムの課題

システム全体を効率化したい！
システム同士を連携したい！

地域情報プラットフォーム構想の推進

ワンストップサービスが可能。（今後、標準仕様を
採用した他の地方公共団体等も含めたワンストップ
化も可能に。）→ 住民の利便性が向上

システム間の連携（業務処理の連携、データ共有）が可能。→ 業務が効率化

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

住
民
基
本
台
帳

シ
ス
テ
ム

地域情報プラットフォームによる解決：「情報システムの標準化」地域情報プラットフォームによる解決：「情報システムの標準化」

Ａ
市

Ｂ
市

国
、
民
間

サービス基盤

介
護
保
険

シ
ス
テ
ム

国
、
民
間
の

シ
ス
テ
ム

Ｂ
市
の

シ
ス
テ
ム

業
務
や
技
術
を
標
準
化

行財政
改革の
カギ

・システム間連携を可能にするために各システムがあらかじめ準拠すべき業務や技術の標準（ルール）を
「地域情報プラットフォーム標準仕様」とし策定。

【例】業務システムのデータやインターフェースの標準、通信手順の標準等
・これまで、地方公共団体が行う２６業務のシステムを対象に、標準仕様を策定。
・オープンな標準仕様を定めることで、特定ベンダーによる囲い込みが解消。

国
民
健
康
保
険

シ
ス
テ
ム

国
民
健
康
保
険

シ
ス
テ
ム

各業務システムを他のベンダーのパッケージやASPのサービス
と取り替えることが可能。
→ 特定ベンダーによる囲い込みが解消され、調達コストが削減
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これまでの取組（平成１８年度～） 平成２０年度～

標
準
化

製
品
化

ワンストップサービスの早急な実現・普及を図るため、引越分野及び地域
活性化分野において、地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したシス
テムの実証実験を行い、ワンストップ化に向けた運用面・制度面における
課題の抽出・解決策の提示、ワンストップ化による地域活性化効果の測定
等を実施

地域情報プラットフォームの普及促進

・地方公共団体内部でのシステム間
連携を実現（業務や技術のルールを規定）

・地方公共団体と民間等外部とのシステム間連携につ
いての分析手順や、個別の製品が標準仕様に準拠し
ていることを確認する手順を規定

地域情報プラットフォーム標準仕様書
V 2.1

http://www.applic.or.jp/APPLIC/2008/APPLIC-0006-2008/

地域情報プラットフォーム推進事業

個別の製品について標準仕様に
準拠していることを確認

（確認された製品は（財）全国地域情報化推進協会で登録予定） 超
え
た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
が
可
能
に
！

・
シ
ス
テ
ム
間
連
携
に
よ
り
、
地
域
・
団
体
を

・
幅
広
い
情
報
シ
ス
テ
ム
の
調
達
が
可
能
に
！

地方公共団体の業務のうち、２６業務の情報システムについて標準化

標準仕様書で標準化された情報システム（２６業務）
住民基本台帳 固定資産税 収滞納管理 後期高齢者医療 乳幼児医療 戸籍 人事給与

印鑑登録 個人住民税 国民健康保険 介護保険 ひとり親医療 住登外管理 文書管理

外国人登録 法人住民税 国民年金 児童手当 健康管理 財務会計

選挙人名簿管理 軽自動車税 障害者福祉 生活保護 就学 庶務事務

・標準仕様準拠製品のリリース計画を表明している 事業者

・標準仕様準拠製品の導入についてＳＩ、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞが可能
であると表明している事業者

［平成２０年８月２６日策定］

２２社

１４社
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地域情報プラットフォーム構想の防災業務への適用

高付加価値
サービス

地域情報プラットフォーム

技術的な標準化（ワークフロー、トランザクション、セキュリティなど）

地
域
ポ
ー
タ
ル

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税

住
民
記
録

住
民
記
録

住
民
記
録

電
気
、
ガ
ス

電
気
、
ガ
ス

電
気
、
ガ
ス

民
間
事
業

民
間
事
業

民
間
事
業

他
自
治
体

他
自
治
体

他
自
治
体

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税

業務的な標準化
（ベースとなるデータの標準化を含む）

例えばASP
のサービス
と取り替える。

従来のサービス
を組合せ新たな
価値を生み出す。

防

災

■仕様が統一されているので、利用者は多彩な製品から最適なものを選択できる。
■各機能（ユニット）はインタフェース仕様が統一されているため、自由に取り替え

可能であり、今までの経緯に囚われない最適な調達が可能となる。

業務的な標準化

（注）地域情報ＰＦは実態のあるソフトウェア基盤ではなく、仕様として存在する規約型の

プラットフォーム基盤である。
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地域情報プラットフォーム標準仕様の構成

業務モデル標準業務モデル標準 ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準

仕
様
仕
様

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（指
針
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（指
針
）

自治体及び民間が提供する地域情報
サービスの連携に必要な業務アプリユニット
のインタフェース仕様

自治体業務アプリケーションユニット
標準仕様

自治体及び民間が提供する地域情報
サービスの連携に必要な業務アプリユニット
のインタフェース仕様

自治体業務アプリケーションユニット
標準仕様

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する調達者向けに必要
な事項を、とりまとめたもの

地域情報プラットフォームガイドライン

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する調達者向けに必要
な事項を、とりまとめたもの

地域情報プラットフォームガイドライン

サービス連携を支える基盤アプリの諸要
件・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様

プラットフォーム通信標準仕様

サービス連携を支える基盤アプリの諸要
件・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様

プラットフォーム通信標準仕様

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

GISを活用した業務ユニット、アプリケーションを構築するための共通仕様
GIS共通サービス仕様

GISを活用した業務ユニット、アプリケーションを構築するための共通仕様
GIS共通サービス仕様

各種システム製品等の地域情報PF準拠及び相互接続を確認する仕様
地域情報プラットフォーム準拠確認及び相互接続確認仕様

各種システム製品等の地域情報PF準拠及び相互接続を確認する仕様
地域情報プラットフォーム準拠確認及び相互接続確認仕様

 

自治体業務アプリケーションユニット標準仕様
で制定されているドキュメント一覧

自治体業務アプリケーションユニット標準仕様
で制定されているドキュメント一覧地域情報プラットフォーム標準仕様の体系

①標準仕様の読み方と準拠事項
②業務ユニット概要説明
③業務ユニット番号一覧
④機能一覧
⑤機能構成図（ＤＭＭ）
⑥機能情報関連図（ＤＦＤ）
⑦インタフェース仕様
⑧データ一覧
⑨インタフェース一覧
⑩ＸＭＬスキーマ
⑪ＷＳＤＬ定義
⑫項目セット辞書
⑬コード辞書
⑭宛名管理サービス定義（例）
⑮補足事項
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⑤機能構成図（ＤＭＭ） → 各機能を階層化（明示化） ⑥機能情報関連図（ＤＦＤ）
→ 他の業務ユニットとの情報の流れを各階層単位で明確化

⑦インタフェース仕様 → ⑥の他の業務ユニットとの情報連携を、データ項目レベルで、その入出力状況と併せて明細化

各業務ユニット間のデータ連携の分析と明示化

階層１ 階層２

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3

転入
戸籍届出による

異動（増加）
転出

戸籍届出による
異動（減少）

転居 世帯変更
戸籍届出による
異動（増減なし）

1.1 1.2 1.3 1.3.4

異動（増加） 異動（減少） 異動（変更）
住民票記載事項

の変更

1.3.5

その他変更

1.1 1.2 1.3 1.4.1 1.4.2

異動（増加） 異動（減少） 異動（変更） 住民票情報照会
住基カード発行状

況照会

1 1.4 1.4

住民基本台帳 照会 照会

1.7 1.6 1.5

閲覧 統計・報告 発行

1.7.1 1.6.1 1.6.2 1.5.1 1.5.2

住民閲覧
統計・報告（都道
府県、関係機関）

統計・報告（統計
係）

証明書交付 通知発行

1.7 1.6 1.5

閲覧 統計・報告 発行

住民基本台帳

1.住民基本台帳

機能構成図（DMM） 業務名 機能情報関連図（DFD） 業務名 住民基本台帳

階層１ 1.住民基本台帳 階層２

(x.x)
外部環境

(x.x)
機能

情報の流れ
情報の滞留

（1.2）
異動(減少)

（1.3）
異動(変更)

（1.4）
照会

（1.1）
異動(増加)

（1.6）
統計処理

（1.5）
発行

住民
/(90)電子申請

住基ネット

・住民異動届
・転出証明書 ・転出証明書情報 ・転入通知情報

・本人確認情報

・地番有無情報

他業務
(02)印鑑登録
(03)外国人登録
(04)選挙人名簿管理
(05)固定資産税
(06)個人住民税
(08)軽自動車税
(09)収滞納管理
(10)国民健康保険
(11)国民年金
(12)障害者福祉
(13)後期高齢者医療
(14)介護保険
(15)児童手当
(16)生活保護
(17)乳幼児医療
(18)ひとり親医療
(19)健康管理
(20)就学
(21)戸籍
(30)住登外管理

住民
/(90)電子申請

・住民票の写し
・除票の写し
・改製原住民票
・住民票記載事項証明

他部門/他業務都道府県

・証明書交付申請書

住民基本台帳

(5)固定資産税

他市区町村
・住民票記載事項通知
　（出生届、帰化届、国籍取得）

住民
/(90)電子申請

・異動結果確認
・住民票コード通知

・住基情報

住基ネット

・住民票情報送信要求

・住民票情報

統計部門

(21)戸籍他市区町村
住基ネット

・戸籍届出情報
　（死亡届、失踪宣告届、
　　　　　　　　国籍喪失届）

・住民票記載事項通知
　（死亡、失踪宣告、
　　　　　　　　国籍喪失）

・転出証明書情報
・本人確認情報

他業務
(02)印鑑登録
(03)外国人登録
(04)選挙人名簿管理
(05)固定資産税
(06)個人住民税
(08)軽自動車税
(09)収滞納管理
(10)国民健康保険
(11)国民年金
(12)障害者福祉
(13)後期高齢者医療
(14)介護保険
(15)児童手当
(16)生活保護
(17)乳幼児医療
(18)ひとり親医療
(19)健康管理
(20)就学
(21)戸籍
(30)住登外管理

他市区町村

住民
/(90)電子申請

住基ネット

・住民票記載事項通知
　（婚姻、離婚、氏名変更等）

・住民異動届
　　　　（転居、世帯変更等）

・本人確認情報

住基ネット
（CS)

・住基カード発行情報

・異動統計表
・人口統計表

・都道府県報告データ

(21)戸籍

・戸籍届出情報
　（出生届、帰化届、国籍取得届）

住民
/(90)電子申請

・住民異動届（転出、付記転出）

(21)戸籍

・戸籍届出情報
　（婚姻届、離婚届、
　　氏名変更、転籍等）

・転出証明書
・異動結果確認

他業務
(02)印鑑登録
(09)収滞納管理
(10)国民健康保険
(11)国民年金
(13)後期高齢者医療
(14)介護保険
(15)児童手当

・他業務情報

・他業務情報

住民

・異動結果確認

・附票記載事項通知

他市区町村

・附票記載事項通知

他市区町村

・附票記載事項通知
・転入通知

・ ○○○　 ：　必須情報名
※○○○　：条件により必要となる情報名

（1.7）
閲覧

住民

他業務
(02)印鑑登録
(03)外国人登録
(05)固定資産税
(10)国民健康保険
(11)国民年金
(13)後期高齢者医療
(14)介護保険
(15)児童手当

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報
・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・住基情報

・他業務情報

(03)外国人登
録

・外国人登録情報

業務ユニット番号：1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 50 51 52 53 90 91

CD コード名

住
民
基
本
台
帳

印
鑑
登
録

外
国
人
登
録

選
挙
人
名
簿

固
定
資
産
税

個
人
住
民
税

法
人
住
民
税

軽
自
動
車
税

収
滞
納
管
理

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

障
害
者
福
祉

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

児
童
手
当

生
活
保
護

乳
幼
児
医
療

ひ
と
り
親
医
療

健
康
管
理

就
学

戸
籍

住
登
外
管
理

財
務
会
計

庶
務
事
務

人
事
給
与

文
書
管
理

電
子
申
請

電
子
申
告

住
基
ネ
ッ
ト

住
民

他
市
町
村

都
道
府
県

他
部
門

統
計
部
門

1 住基情報 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
2 識別番号 X 15 人を統一的に管理する番号 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
3 世帯番号 X 15 住基世帯を管理する番号 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
4 住民種別 ○ 住民種別 X 1 人の種別（住民・外国人・住登外・法人）を表す区分 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
5 住民状態 ○ 住民状態 X 1 人の状態（住民・転出・死亡・消除）を表す区分 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
6 住民票コード X 11 住民基本台帳ネットワークの管理番号 O
7 氏名 氏名情報 住民基本台帳の氏名 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
8 性別 ○ 性別 X 1 住民基本台帳の性別 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
9 生年月日 生年月日情報 住民基本台帳の生年月日 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
10 続柄 続柄情報 住民基本台帳の世帯主との続柄 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
11 世帯主氏名 氏名情報 住民基本台帳の世帯主名 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
12 現住所 住所情報 住民基本台帳の現住所 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
13 前住所 住所情報 住民基本台帳の前住所 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
14 転出先 住所情報 住民基本台帳の転出先 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
15 転出先区分 ○ 住所区分 X 1 住民基本台帳の転出先が予定か確定かを示す区分 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

業務ユニット名：住民基本台帳インタフェース仕様（ユニット）

NO 情報名 データ型 桁数

コード

項目説明

外部ユニット(業務)

5



パート３ 防災ワーキンググループの取組み

地方公共団体を中心とした地域情報化の推進活動の一環として、ＩＣＴの
利用により、住民の生命・身体および財産を保護するための災害対策活
動業務を効果的に支援する防災アプリケーションの活用を推進していま
す。

12

公共アプリケーション検討の経緯

地域における情報化の推進に関する検討会 主催：総務省（平成15年12月～平成17年3月）

「ユビキタスネット社会を実現する地域情報化戦略 最終報告書」（平成17年3月）より抜粋

地域を越えて共通するアプリケーションの展開は、個別自治体の対応では相互接続性の確保、低コスト化といった面で
限界があるため、防災・医療・教育分野などの公共アプリケーションを全国どこでも享受できるよう、「公共アプリケーション
の共同構築・運用」を推進する。

地域における情報化の推進に関する検討会 主催：総務省（平成15年12月～平成17年3月）

「ユビキタスネット社会を実現する地域情報化戦略 最終報告書」（平成17年3月）より抜粋

地域を越えて共通するアプリケーションの展開は、個別自治体の対応では相互接続性の確保、低コスト化といった面で
限界があるため、防災・医療・教育分野などの公共アプリケーションを全国どこでも享受できるよう、「公共アプリケーション
の共同構築・運用」を推進する。

ＩＴ政策パッケージ－2005―世界最先端のIT国家の実現に向けて―

平成17年2月24日 IT戦略本部決定 （別紙）より抜粋
１．行政サービス （２）電子自治体の推進

4)公共的なアプリケーションの共同構築・運用（総務省及び関係府省）

防災・有事・テロ等の危機管理、教育、医療などの公共的なアプリケーションについて、2005年中に着手する防災アプリケーションをはじめ、
全国展開すべき標準的なアプリケーションを順次構築するとともに、国及び地方公共団体は、こうしたアプリケーションを公共ネットワーク上で
共同運用し、利用・活用を図る。

４．生活 （１）安全・安心の確保

1)地方公共団体等の公共ネットワークを活用した防災アプリケーションの展開（総務省）

地域公共ネットワークと都道府県情報ハイウェイの接続等に係る実証実験により、全国的な公共ブロードバンド・ネットワークを形成する技
術の確立を図り、このネットワークを有効に活用できる動画像を活用した標準的な防災アプリケーションを2005年中に試験導入する。

ＩＴ政策パッケージ－2005―世界最先端のIT国家の実現に向けて―

平成17年2月24日 IT戦略本部決定 （別紙）より抜粋
１．行政サービス （２）電子自治体の推進

4)公共的なアプリケーションの共同構築・運用（総務省及び関係府省）

防災・有事・テロ等の危機管理、教育、医療などの公共的なアプリケーションについて、2005年中に着手する防災アプリケーションをはじめ、
全国展開すべき標準的なアプリケーションを順次構築するとともに、国及び地方公共団体は、こうしたアプリケーションを公共ネットワーク上で
共同運用し、利用・活用を図る。

４．生活 （１）安全・安心の確保

1)地方公共団体等の公共ネットワークを活用した防災アプリケーションの展開（総務省）

地域公共ネットワークと都道府県情報ハイウェイの接続等に係る実証実験により、全国的な公共ブロードバンド・ネットワークを形成する技
術の確立を図り、このネットワークを有効に活用できる動画像を活用した標準的な防災アプリケーションを2005年中に試験導入する。

アプリケーション委員会（防災WG・医療WG・教育WG）の設置（平成17年12月）アプリケーション委員会（防災WG・医療WG・教育WG）の設置（平成17年12月）

6



13

防災ワーキングの活動目的

防災ＷＧの活動目的防災ＷＧの活動目的

全国の地方公共団体で共通利用が可能な公共ネットワークを活用した防災分野におけ
る公共アプリケーションを整備し、策定した公共アプリケーションを普及促進すること
を目的とする。

具体的ミッション具体的ミッション

■地方公共団体が防災アプリケーションを整備するにあたり、標準的に装備す
べき機能の定義と推奨仕様の提示

■災害発生時に市町村－都道府県－国の間で共有すべき災害情報を調査し、Ｉ
ＣＴを活用することでこれら災害情報を迅速・円滑に共有するための仕組みづ
くり（共有データの標準フォーマット制定、管理）

■防災・災害情報を庁内・庁外で共有化するためのネットワークを構築する際
に必要なノウハウを集約した構築ガイドラインの提示

14

防災アプリケーションの活用イメージ（将来象）

関係機関関係機関近隣市町村・消防近隣市町村・消防国国 都道府県都道府県 民間（ＮＰＯ等）民間（ＮＰＯ等）

情報収集・共有の強化

モバイル端末

災害映像

街頭での
情報提供

情
報

問合せへの
迅速な回答

的確な救済活動の実現

防災情報標準化

災
害
画
像

迅速な意思決定

迅速・的確な救済活動
現場との情報共有

行政間の
協力連携
の早期確立

正確な情報
の把握

迅速・的確な
救命・消火・
ﾚｽｷｭｰ活動

迅速な支援活動

住民サポートの向上

避難場所等の
救済情報の
迅速化 迅速・的確な救済活動

的確・迅速な
意思決定

災害現場、他地域への正確、
ﾀｲﾑﾘｰ、必要十分な情報の提供
安否情報、被災情報、救援情報 等

災害現場への正確、ﾀｲﾑﾘｰな
情報の提供と収集
被災情報、救援情報、安否情報 等

災害現場の正確、ﾀｲﾑﾘｰ
な情報収集
被災情報、救済情報 等

地域情報プラットフォーム
データ構造の標準化 アプリケーション機能の標準化

公共
ネットワーク

連携 連携 連携 連携

7
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防災ワーキングの検討範囲

■現状の活動では、自治体内・自治体間および国の機関の業務（G to G）を対象としている。

■今後、住民（G to Ｃ）まで順次拡大予定（標準仕様の合意形成等普及活動の推進後検討）

被災
市町村

被災
都道府県

国

ライフ
ライン

市町村 都道府県

警察

消防

国民・ボランティア・被災住民 等

報道機関

自衛隊

GtoG

To公的機関・ライフライン

To住民

GtoC

共有・連携検討範囲

順次拡大の予定

16

これまでの防災ＷＧの活動で出された成果

（３）構成員一覧（平成２０年度）（１）検討の成果

①市町村に対して整備を推奨する９つの防災アプリケーションの
紹介と導入ガイド

②災害時の利用を考慮したネットワーク構築のノウハウ集
⇒地域公共ネットワーク構築ガイドラインを前提とし、防災用途

で使用するために検討すべき追加課題の列挙と解決手段を
掲載。

※上記成果物は、防災アプリケーション基本提案書（第３版）に掲載。

①市町村に対して整備を推奨する９つの防災アプリケーションの
紹介と導入ガイド

②災害時の利用を考慮したネットワーク構築のノウハウ集
⇒地域公共ネットワーク構築ガイドラインを前提とし、防災用途

で使用するために検討すべき追加課題の列挙と解決手段を
掲載。

※上記成果物は、防災アプリケーション基本提案書（第３版）に掲載。

①地方公共団体間（および国の機関）で防災情報の共有（災害・
被害データのシステム間連携）を実現するため、都道府県・市
町村が情報オーナーとなる防災情報を標準化対象とし、標準仕
様（防災業務アプリケーションユニット標準仕様）を策定中。
⇒現時点では、ドラフト版となる０．９版までリリース済み。

平成２０年度に自治体・国の機関への意見招集を行い、集約した
結果を反映した正式版（１．０版）をリリースする予定。

①地方公共団体間（および国の機関）で防災情報の共有（災害・
被害データのシステム間連携）を実現するため、都道府県・市
町村が情報オーナーとなる防災情報を標準化対象とし、標準仕
様（防災業務アプリケーションユニット標準仕様）を策定中。
⇒現時点では、ドラフト版となる０．９版までリリース済み。

平成２０年度に自治体・国の機関への意見招集を行い、集約した
結果を反映した正式版（１．０版）をリリースする予定。

（２）検討の成果（完成途上分）

1 パナソニック株式会社 主査

2 長野県 副主査

3 京都府 副主査

4 岐阜県 副主査

5 兵庫県 副主査

6 神奈川県横須賀市 副主査

7 神奈川県小田原市 副主査

8 新潟県三条市 副主査

9 岐阜県岐阜市 副主査

10 西日本電信電話株式会社　 副主査

11 千葉県市川市 副委員長

12 兵庫県西宮市 副委員長

13 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 副委員長

14 独立行政法人情報通信研究機構

15 アジア航測株式会社

16 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

17 沖電気工業株式会社

18 株式会社ＮＴＴデータ

19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

20 株式会社ケーケーシー情報システム

21 シスコシステムズ合同会社

22 全国地域情報産業団体連合会（ＡＮＩＡ）

23 株式会社東芝

24 東芝ソリューション株式会社

25 日本アイ・ビー・エム株式会社

26 日本オラクル株式会社

27 社団法人日本ケーブルテレビ連盟

28 社団法人日本農村情報システム協会

29 日本電気株式会社

30 株式会社博報堂

31 パナソニック システムソリューショ ンｽﾞ ジャパン株式会社

32 東日本電信電話株式会社　

33 株式会社日立製作所

34 富士通株式会社

35 株式会社富士通総研

36 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

37 マイクロソフト株式会社

38 株式会社三菱総合研究所

39 早稲田大学客員研究員　近藤則子

8
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防災ＷＧの検討体制（平成２０年度）

（２）防災WG構成員一覧（１）防災WGの検討体制

アプリケーション委員会

防災WG

主査 ： パナソニック

副主査：京都府、長野県、岐阜県、兵庫県、市川市、岐阜市、三条市、
西宮市、横須賀市、西日本電信電話

アドバイザ

東京大学 目黒教授

オブザーバ

総務省 地方情報化推進室
消防庁、内閣府、気象庁、国土交通省

防災アプリケーション
普及SWG

ﾘｰﾀﾞｰ：松下電器産業

データ連携/標準化SWG

ﾘｰﾀﾞｰ：西日本電信電話

9委員 8委員

1 パナソニック株式会社 主査

2 長野県 副主査

3 京都府 副主査

4 岐阜県 副主査

5 兵庫県 副主査

6 神奈川県横須賀市 副主査

7 神奈川県小田原市 副主査

8 新潟県三条市 副主査

9 岐阜県岐阜市 副主査

10 西日本電信電話株式会社　 副主査

11 千葉県市川市 副委員長

12 兵庫県西宮市 副委員長

13 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 副委員長

14 独立行政法人情報通信研究機構

15 アジア航測株式会社

16 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

17 沖電気工業株式会社

18 株式会社ＮＴＴデータ

19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

20 株式会社ケーケーシー情報システム

21 シスコシステムズ合同会社

22 全国地域情報産業団体連合会（ＡＮＩＡ）

23 株式会社東芝

24 東芝ソリューション株式会社

25 日本アイ・ビー・エム株式会社

26 日本オラクル株式会社

27 社団法人日本ケーブルテレビ連盟

28 社団法人日本農村情報システム協会

29 日本電気株式会社

30 株式会社博報堂

31 パナソニック システムソリューショ ンｽﾞ ジャパン株式会社

32 東日本電信電話株式会社　

33 株式会社日立製作所

34 富士通株式会社

35 株式会社富士通総研

36 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

37 マイクロソフト株式会社

38 株式会社三菱総合研究所

39 早稲田大学客員研究員　近藤則子

パート４ 地方公共団体間での防災情報共有について

地方公共団体に集約されるべき被災状況・災害対策状況等の防災情報
を、ＩＣＴを活用して団体内および団体間で共有することにより、迅速・正
確で効果的な災害対策活動を実現することを目指しています。
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ＩＴ新改革戦略 －いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実現－
（平成１８年１月１９日 IT戦略本部策定）

重点計画‐2008 （平成２０年８月２０日 IT戦略本部決定）

Ⅱ重点計画 １．IT構造改革力の追求 １．３世界に誇れる安全で安心な社会
①災害等による被害の減少

（１） 総合的なシステムとしての防災情報基盤整備の推進（内閣府・総務省）
（前文省略）公共ネットワーク等を活用した地方公共団体間で共通して利用可能な防災アプリケーションに
ついて、防災情報共有プラットフォームとの連携を図りつつ、これまでの成果を踏まえ２００８年度に標準仕
様を定め、２０１０年までに都道府県、市町村への展開を図る。

防災分野での情報化推進の指針

ＡＰＰＬＩＣでは、ＩＣＴ活用による地方公共団体の業務効率化と住民サービスの向上を目指し、発災後の災害情報を中
心に地方公共団体（都道府県、市町村）間で、迅速・正確に情報共有を行うためのデータ交換仕様を策定しています。

Ⅱ今後のIT政策の重点 １．ITの構造改革力の追求 （２）安全・安心な社会の実現

○世界に誇れる安全で安心な社会
【実現に向けた方策】

「防災情報共有プラットフォーム」を地方公共団体・住民・ライフライン企業を含めた企業等が連携できる総
合的なシステムとなるように、拡充する。

※２００９年３月 防災情報共有のデータ標準仕様（初版）をリリース予定

20

防災業務アプリケーションユニット標準仕様（ドラフト版）の策定

平成１９年度の検討において、災害対策業務で流通している防災情報を共有/連携するた

めに必要とされる技術面、運用・管理面で最低限定義すべき項目を検討の上、「防災業務
アプリケーションユニット標準仕様(v0.9)ドラフト版」を策定した。

＜標準仕様策定における基本方針＞
標準データを策定するにあたり、以下の２点を基本方針とした。

２）既に世の中に存在する防災情報共有を目的としたデータ標準を参考にし、互換性または親
和性の確保を目指す。（ダブルスタンダード提唱の回避）

２）既に世の中に存在する防災情報共有を目的としたデータ標準を参考にし、互換性または親
和性の確保を目指す。（ダブルスタンダード提唱の回避）

１）APPLIC技術専門委員会が提唱する地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠する。１）APPLIC技術専門委員会が提唱する地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠する。

＜防災分野における業務ユニットの策定方針＞

気象・観測情報管理

市町村防災業務

都道府県防災業務

防災情報共有業務ユニット

防災業務アプリケーションユニット

平成１９年度にＶ０．９版（ドラフト版）を策定

平成２０年度以降に
整理・検討予定

地域情報プラットフォームに準拠した業務ユニットを
策定するにあたり、以下の２点を基本方針とした。業
務ユニットは｢自治体の調達業務単位｣で分けること
が望ましいため、右図の４ユニット案を定め、平成１９
年度において、自治体間の防災情報共有を目的とし
た「防災情報共有業務ユニット」を検討・策定し、その
他３業務ユニットについては、平成２０年度以降に別
途整理することとした。

10
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標準仕様の策定時に参考にした既存の仕様等

既存の標準仕様等 概要

１ CAP （Common 
Alerting Protocol）Ｖ

１．１

緊急時の警報情報を交換することを目的とし、OASIS（Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards）が標準として承認してい

る仕様。

２ 関西広域情報共通基
盤の取組事例

関西広域連携協議会（現在は関西広域連携機構）が中心となり、関西圏の2府4
県4政令市・放送局・ライフライン事業者等がCAPV1.1を活用した災害情報の共
有・配信基盤。（本取組ではCAPV1.1の避難警報を中心に日本語へのローカラ

イズを実施）

３ 減災情報共有プロト
コル（スキーマ）

発災後～3日間程度の緊急対応時に被災市町村の災害対応業務の円滑化を図

り、被害を軽減させることを目的とし、独立行政法人防災科学技術研究所・独立
行政法人産業技術総合研究所が中心になって研究・開発した「減災情報プラット
フォーム」の一環として策定されているデータ交換標準仕様。

現在、本仕様（研究成果）は特定非営利活動法人防災推進機構により継承さ
れている。

４ TVCML（TeleVision 
Comon Markup 
Language）

デジタル放送や地域情報共通XMLフォーマットを使用し、デジタル放送で公共的
な情報を交換するための手段の総称である。デジタル放送地域情報XML共通
化研究会において、TVCMLを災害情報の伝達に活用することをテーマに検討を

行っている。

標準化すべきデータを選定するにあたっては、上記既存標準仕様等で採用されているデータ項目を参考に、
防災ＷＧに参加する団体が有する自治体向け防災情報システムの構築ノウハウを集約して選定を行った。

22

標準仕様で取り扱う「防災情報共有」の対象範囲

防災業務アプリケーションユニット標準仕様を普及・展開するにあたり、対象となっているデータ項目に対して、扱う情報がどこに俯
瞰されているかの整理図を以下に記載する。

警戒期警戒期 緊急対策期緊急対策期 応急対策期応急対策期 復旧・復興期復旧・復興期

・注意報・警報情報発令
・土砂災害警戒情報発令
・河川水位、雨量情報の把握
・職員召集
・配備体制確立
・災害前の前兆現象の把握
・住民への情報提供
・避難所開設・災害支援の

シミュレーション
・要援護者ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ準備

・震度情報発令
・津波情報発令
・災害概況即報の収集・把握
・被害状況即報の収集・把握
・避難勧告・指示発令
・避難所開設、避難誘導
・安否確認
・道路被害状況の把握
・橋梁被害状況の把握
・被災者支援業務の準備

・災害対応活動と対応状況情報
収集

・通行規制情報の収集・提供
・水防活動と対応状況情報収集
・物資・資機材備蓄状況の把握と

住民への供給

配備体制情報配備体制情報

避難勧告・指示情報避難勧告・指示情報

避難所情報避難所情報

道路被害情報/橋梁被害情報道路被害情報/橋梁被害情報

災害概況即報情報/被害状況即報情報/被害状況即報詳細情報災害概況即報情報/被害状況即報情報/被害状況即報詳細情報

災害対応活動情報/水防活動情報災害対応活動情報/水防活動情報

通行規制情報通行規制情報

物資_資機材備蓄情報物資_資機材備蓄情報都道府県/市町村
情

報

災
害
時
の
対
応
内
容

情報発信団体

警察

（注）「本標準仕様」では、異なる団体間で共有・連携するための情報を業務の観点から抽出・定義しているため、庁内での
情報共有を前提とした情報項目は標準化の「対象外」としている。
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防災業務アプリケーションユニット標準仕様（ドラフト版）のドキュメント

業務モデル標準業務モデル標準 ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準ｻｰﾋﾞｽ協調技術標準

仕
様
仕
様

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）

自治体及び民間が提供する地域情報サ
ービスの連携に必要な業務アプリユニットの
インタフェース仕様

自治体業務アプリケーションユニット
標準仕様

◆防災業務アプリケーションユニット
標準仕様

自治体及び民間が提供する地域情報サ
ービスの連携に必要な業務アプリユニットの
インタフェース仕様

自治体業務アプリケーションユニット
標準仕様

◆防災業務アプリケーションユニット
標準仕様

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する調達者向けに必要な
事項を、とりまとめたもの

地域情報プラットフォームガイドライン

仕様に準拠したサービス基盤、および業務アプリケーションを導入する調達者向けに必要な
事項を、とりまとめたもの

地域情報プラットフォームガイドライン

サービス連携を支える基盤アプリの諸要件
・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様

プラットフォーム通信標準仕様

相互接続仕様

サービス連携を支える基盤アプリの諸要件
・プロトコル等を取り決めた仕様

アーキテクチャ標準仕様

プラットフォーム通信標準仕様

相互接続仕様

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

地域情報プラットフォーム基本説明書
地域情報プラットフォーム標準仕様運用規則

防災業務アプリケーションユニット
標準仕様Ｖ０．９（ドラフト版）

防災業務アプリケーションユニット
標準仕様Ｖ０．９（ドラフト版）

①業務ユニット概要説明
②業務ユニット番号
③機能一覧
④機能構成図（ＤＭＭ）
⑤機能情報関連図（ＤＦＤ）
⑥データ一覧
⑦インタフェース一覧
⑧ＸＭＬスキーマ
⑨ＷＳＤＬ定義
⑩コード辞書
（注）下記は、自治体業務アプリケー
ションユニットと共通

・標準仕様の読み方と準拠事項
・項目セット辞書
・宛名管理サービス定義（例）
・補足事項

24

定義対象データの利用イメージ（団体内データ連携の例）

防災アプリケーションＢ
（ex.隣接自治体の防災情報

共有システム）

内部処理系

防災アプリケーションＡ

（ex.防災情報共有システム）

内部処理系

システムで
扱う

データ

内部処理系データ（他システムや他団体と共有・連携することを想定していないデータ）

共有・連携データ（防災業務アプリケーションユニット標準仕様にて定義しているデータ）

防災業務アプリケーションユニット標準仕様

住民基本台帳
アプリケーション

内部処理系

自治体業務アプリケーションユニット標準仕様

Ex 住基情報（氏名、

生年月日、続柄 等）

Ex 避難所情報

地域情報プラットフォーム標準仕様に準拠したデータであれば、自治体基幹系システムで扱っているデータも
共有・連携することが可能となる。（ex 住民基本台帳データ等）

Ex 隣接自治体に避難

している住民の安否も
一覧形式で確認可能

Ex 住民リスト形式での

選択（クリック）入力が
可能となり、入力作業の
迅速化が見込める

12



パート５ 自治体間の情報共有における現状と課題

26

自治体防災業務の情報化の現状

都道府県 市町村

＜結果＞防災システム等を活用して団体間連携を
実施しているのは、２～３割にとどまる。

【アンケートの概要】
主催者：APPLIC防災ＷＧ

対象：全国地域情報化推進協会の会員 ９３自治体
会員以外 １９自治体

（都道府県２４団体、市町村８８団体）
実施時期：平成18年8月

自治体への現況調査（アンケート）

都道府県～都道府県間、市町村～市町村間において防災情報の共有／連携を望んでいますか？

＜選択肢＞１．望む ２．望まない

都道府県 市町村

＜結果＞8割以上の団体が共有／連携を望んでいる。

83%

17%

87%

13%

1
2

防災システム等を活用して情報共有／連携を実施していますか？

＜選択肢＞１．実施している ２．実施していない

8%

92%

19%

81%

1
2
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自治体（および国の機関）間での防災情報共有のイメージ例

都道府県Ａ

国の機関
市町村Ａ

市町村Ｂ 都道府県Ｂ

共有データの登録（公開）

共有データの参照（閲覧）

（注）上記図では、情報共有ＤＢ一元的な方式を記載しているが、P２P的な

方式で共有する形態にもなりえる。（図は実現方式の一例）

＜共有するデータ＞
◆被害の統計情報（人的被害数、家屋等被害数）
◆避難勧告指示等の発令
◆個別の被害情報

（ex.河川の決壊発生状況詳細、
ビル等の倒壊発生状況詳細etc）

◆個別の被害の映像・画像情報
◆避難所の設置状況
◆物資の不足状況」
等を想定

データ
共有

28

自治体間の防災情報共有（およびシステム化）で期待できる効果

【よりキメ細かく正確な情報共有による状況判断の適切性向上】

◆情報システムの活用により「統計情報の算出」「報告資料の作成」「照会への迅速な対応」等、
作業の効率化（小人数での対応）が可能になる。

◆大規模災害時に大量発生する「被災住民対応（手続き等）」の迅速な処理

その結果
災害支援を行う団体の「適切」「迅速」な判断を得られる効果への期待災害支援を行う団体の「適切」「迅速」な判断を得られる効果への期待

災害時にも継続可能な「住民サービス」の実現災害時にも継続可能な「住民サービス」の実現

◆時々刻々と変化する最新情報を共有できる環境を整えることで、被災自治体の職員の負荷
（照会への対応）を過度に上げることなく、多くの関係機関で被災現場の正確な状況を確認・
把握することが可能になる。

◆自治体が支援要請等を行う際に、文字情報に加えて映像・画像等の情報を付与することで、
正確（客観的）な被害状況や規模を迅速に伝達することが可能になる。

【情報システムの活用による業務の効率化】

14
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自治体間の情報共有における課題

【整備予算】
◆災害情報の管理に情報システムが活用できるのはある程度理解されるが、投資効果が測り
づらい備えに対する設備は予算化の優先順位が低くなるケースが少なくない。
（過去に目立った災害が発生していない地域等）

【システムへの入力の手間】
◆災害対応現場での入力作業の実施について、効率を下げる可能性を懸念するケースが多い。
◆現在防災情報システムを活用している自治体の多くは、口頭や紙で収集した情報を入力作業

担当班が一括してシステムへ登録している場合が多い
⇒現場（避難所や現地調査先）での入力が可能になれば、更なる効率化・迅速化が期待できるが・・・

【個人情報の取り扱い】
◆個人情報保護法施行後、住民情報の取り扱いについて、自治体内において部門間での

共有ができなくなっているケースが多い。
⇒災害発生時（あるいは予兆時）等に住民の生命・財産を守るためには、住民情報を部門間で共有する

ことが有効なケースがある。

ＡＰＰＬＩＣでは、住民基本台本情報等を活用して入力作業を効率化する方法を提言している。

最近では、災害発生時の個人情報取り扱い方法を「個人情報保護委員会」で議論し、部門間
で限定的に共有を行えるための手続きを取る団体が増え始めている。

パート６ 先進自治体の事例紹介（岐阜県岐阜市）

15
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岐阜市の防災情報システム活用の特徴

（１）防災情報システム構築・活用の特徴

◆総務省 地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業で、モデル地区として採択されている。
◆岐阜県の総合防災情報システムの情報を取り込み、庁内への情報配信を実施。
◆避難所での避難者登録を迅速化するため、住民基本台帳の情報を活用可能としている。

（住基データの利用については、個人情報保護審議会の審議で承諾を受けた）
◆平常時（災害未発生時）は、防犯を目的とした用途でも活用。

（２）平成２０年８月の集中豪雨対応等で本システムを利用した感想（防災担当者へのヒアリングより）

■避難所での避難者登録においては住基データを活用することで、キーボード操作不要（クリック操作
のみ）で登録可能としたことで、登録業務がスムーズに行えた。

■県の総合防災情報システムから取り込んだ情報を庁内の全部署へ配信することで、情報共有の範囲
が広がり、部門間の照会対応業務にかかる負荷が軽減された。
（本システム導入前は、災害対策本部に設置されている県接続端末でのみ閲覧可能だった）

■本システムで登録した公開用データを県や報道機関が共有・閲覧することで、問い合わせの頻度が
下がることを期待する。
（繁忙時は住民対応業務が増えるため、関係機関からの照会頻度が減ると住民対応に集中しやすくなる）

（１）市民一人ひとりが安全を確保するために必要な情報を積極的に提供したり、
岐阜市内の地域イントラネット等の基盤を利用して、災害情報を迅速・的確
に収集・一元管理し、庁内、出先機関、避難所等との防災情報や映像情報の
共有環境を構築しました。

（２）岐阜県と防災情報の共有・連携を図り、警戒期から発災に至る情報の広域的
な収集・提供を可能とする環境を構築しました。

（３）大規模都市公園に定点カメラを設置し、平常時には公園の管理や防犯対策に
利用し、災害時には集合する避難者や、仮設住宅の状況を把握します。
その他、現場に赴き、モバイルカメラ等を使用してリアルな状況把握を可能
とする環境を構築しました。

岐阜市地域防災ＩＣＴ利活用モデルにおける実施内容

岐阜市総合防災情報システム

防災情報共有システム

映像情報システム

資料提供：岐阜市
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長良公園事務所長良公園事務所

・被害状況の把握
対策の判断
（意思決定支援）

・被害状況の把握
対策の判断
（意思決定支援）

防災担当者
防災担当者

庁内LAN

災害対策本部

避難所避難所

・避難所管理
・避難情報の登録・閲覧

・避難所管理
・避難情報の登録・閲覧

住民（職員含む）

岐阜市岐阜市
地域イントラネット地域イントラネット参照

・被害速報収集・管理
・県被害報告集計
・活動情報収集・管理

・被害速報収集・管理
・県被害報告集計
・活動情報収集・管理

・防災基礎情報の登録・
メンテナンス

・共通システム管理・
メンテナンス

・防災基礎情報の登録・
メンテナンス

・共通システム管理・
メンテナンス

地域防災
計画書 登録

参照

・避難所～本部間の連絡
・避難情報の登録

・避難所～本部間の連絡
・避難情報の登録

防災情報
共有ｼｽﾃﾑ

岐阜情報
スーパーハイウェイ

映像情報システム

・共有情報管理
・共有情報検索/履歴管理
・MYページ
・地域情報PF（防災データ）

連携機能

・共有情報管理
・共有情報検索/履歴管理
・MYページ
・地域情報PF（防災データ）

連携機能

Internet

・住民への防災情報
の配信

・職員参集

自主
避難

総合防災
情報ｼｽﾃﾑ

・岐阜市防災情報
一元管理

・岐阜市防災情報
一元管理

登録

被災現場被災現場
・被災状況報告
・活動状況報告

・被災状況報告
・活動状況報告

地域情報PF
SOAP

・映像情報を蓄積・管理

・災害名登録
・配備体制登録・状況把握
・避難勧告・指示管理

・災害名登録
・配備体制登録・状況把握
・避難勧告・指示管理

・映像情報閲覧・映像情報閲覧

岐阜市 防災情報システムの全体イメージ

岐阜県
防災情報
システム

「地域ICT利活用モデル構築事業」を活用
資料提供：岐阜市

防災システム画面

災害ごとにデータベース管理

機能

サブシステム

岐阜市 防災情報システムの画面イメージ

資料提供：岐阜市
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システムの特長 避難者リストの作成

住民基本台帳のリストを使用して、
避難者リストを作成します。

迅速な避難者の把握迅速な避難者の把握
迅速な安否の確認迅速な安否の確認

避難者一覧

資料提供：岐阜市

システムの特長 岐阜県防災システムと連携

降雨情報

河川水位情報

交通規制情報

被害情報

資料提供：岐阜市
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システムの特長 映像情報システム

平常時は公園管理業務に活用します。

災害時は避難者、仮設住宅の建設状況等を確認します。

資料提供：岐阜市

パート７ 先進自治体の事例紹介（兵庫県西宮市）

19
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西宮市の防災情報システム活用の特徴

（１）防災情報システム構築・活用の特徴

◆全庁的な情報システム最適化により、総合行政情報システムという概念（複数の業務システム、データを
用途により個別連携させることで必要な機能を実現→昭和50年代に完成）で実現される複合型業務システム。

◆全庁的最適化は、情報政策部が先頭に立ち各原課の課題・要望等を整理し、情報化計画・予算化に反映。
◆今までの総合行政情報システムは、ほとんどを情報化担当職員が設計・構築。（自前主義の徹底）
◆座標情報を含む「統合住民データベース（宛名ＤＢ）」と連携し、被災者対応業務はもとより、あらゆる行政

情報システムの効率化の効率化を実現。
◆災害弱者の情報を、事前に本人同意の上収集し、発災時（緊急時･災害時）等に迅速な援護対応を行う。
◆早期よりＧＩＳを活用し、災害情報を始めとする自治体情報の可視化による業務効率化を実現。
◆総務省は、震災後14年を経過した平成21年1月17日付で全国全ての地方公共団体に最新の「被災者支援システ

ム」を配布した。（消防庁「安否情報システム」とも連携）

（２）情報システム（データ）の活用事例

■平成１６年の台風２３号到来時、「川の決壊予測」「氾濫水域予測データ」「災害弱者データ」のマッチングをＧＩＳシス
テムで重ね合わせ、市民の危険性を早期に察知。 （氾濫河川の東側地区は、以前被害発生した危険箇所として認
識）避難勧告では不十分との判断から避難指示を発令し、氾濫前に要援護者の避難も完了し、人的被害の発生を防
いだ。（その後水没3メートル）

■阪神淡路大震災の際、多くの被災者に対する罹災（被災者）証明書発行業務や義捐金交付などの被災者支援業務
が膨大な作業量となった。
これらの業務を想定して、まずは被災者データベース（被災者台帳）をすぐさま立ち上げ、連日被災状況の入力を実
施し、被災認定を確実にしていった。これにより、被災者証明書の発行を迅速化するともに義捐金交付や災害援護金
貸付業務にも迅速性･正確性を発揮し、業務の滞りを防ぎ、被災者支援業務に絶大な効果を発揮した。
⇒被災者支援第一主義（その後、汎用的な被災者支援システムとして再構築）→「震災業務支援システム」

西宮市総合行政情報システム

行政情報システム

総合住民情報システム 内部情報システム

住 民 情 報 税 務 情 報 福 祉 情 報 教 育 情 報 震災業務支援 そ の 他

宛名情報

住民記録

外国人登録

印鑑登録

戸籍附票

国民健康保険

国民年金

児童手当
児童扶養手当
市民福祉金

医療費助成

住宅管理

戸 籍

休日証明発行
証明書自動交付

選 挙

市県民税

法人市民税

固定資産税

軽自動車税

税収納

税管理

下水道

障害者福祉

高齢者福祉

生活保護

介護保険

健康管理

学齢簿

就園奨励
就学奨励

奨学金

保育等

学童保育

市民意識調査

統計等

被災者支援
（被災台帳・
被災証明・

義捐金交付・
災害援護金・
生活支援金・
家屋被害調査

等）

財務会計
（予算管理・
執行管理・

契約管理等）

地理情報

給 与

予算編成

決算管理

人事情報

収入管理

起債管理

公有財産

公共料金

嘱託員報酬

共 済

国保収納支援

住基ネット

公的個人認証

通勤手当管理

税収納支援

介護認定審査

保育業務

期日前投票

新ｵｰﾌﾟﾝ系
被災者支援
（被災台帳・
被災証明・

義捐金交付・
生活支援金・
家屋調査・

避難所管理・
仮設住宅等）

地域安心ﾈｯﾄ

庁内イントラネットＳ
（ＮＡＩＳ－ＮＥＴ）

避難所管理

倒壊家屋管理

復興計画

仮設住宅

犠牲者・
遺族管理

地域情報システム 教育情報システム

西宮市総合行政情報システム

休日証明発行

（税）

統合文書管理

職員認証

会議室予約

公用車予約

電子メール
掲示板

スケジュール
共用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

等

行政地図配信

ホームページ ＫＩＯＳＫ端末

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理

地図案内ｻｰﾋﾞｽ
「道知る兵衛」

心と身の健歩マップ

「ちずナビ隊」

市議会会議録

検索

例規集検索

図書館蔵書検索
お茶の間ライブラリ
図書予約･状況照会

用途地域図等

照会

公共施設等予約

介護事業者
おしえてネット西宮

イベント検索
「情報交差点」

西宮ふるさと
民話

健康ひろば

映像の蔵

顕彰制度管理

気象情報
雨量情報

教育情報ネットワーク

（ＥｄｕＮＥＴ）

地理情報
（ＥｄｕＧＩＳ）

学習情報
「いずみ」

「ねっこ」クラブ

Ｗｅｂ図鑑

ＴＶ会議

映像ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

蔵書検索

パソコン管理

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理

ホスト：
ｵﾝﾗｲﾝ・ﾊﾞｯﾁ

ﾎｽﾄ：ﾊﾞｯﾁ

業務ｻｰﾊﾞ

イントラ（共用）

Ｗｅｂ公開

教育情報ﾈｯﾄ

凡例

図書館

財務会計データ
検索

水道料金等

上下水道
財務会計

備品管理

旅費管理

勤務状況

後期高齢者医療

議員等出退庁
表示

中央病院
電子カルテ

資料提供：西宮市
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西宮市 被災者支援システム

資料提供：西宮市

42

本ＷＧ（防災分野における地理空間情報の利活用推進のための基盤整備ＷＧ）に期待すること

※国民（住民）の生命・財産を守るために有効な「防災情報共有」の必要性周知と
実現に向けた世論形成等の推進

◆防災情報共有に関する社会的な意識の高揚施策の推進

◆オールジャパンでの防災情報共有実現に向けた環境整備の推進
にかかる予算措置に関する議論

◆法令化および制度化等の必要性に関する議論

※環境整備における国、都道府県、市町村等の役割分担等
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